
第７６号議案 

 

   加東市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定の件 

 

 加東市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

  令和５年１２月１日提出 

加東市長 岩 根  正  

 

加東市条例第  号 

 

   加東市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 

 

 加東市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例（平成２６年加東市条例第１９号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 

 次の表により、改正後の欄に掲げる規定の下線を付した部分で、改正前の欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。 

改   正   前 改   正   後 

（特別利用教育の基準） 

第３６条 〔略〕 

２ 〔略〕 

３ 特定教育・保育施設が、第１項の規定により特別利用教育を提

供する場合には、特定教育・保育には特別利用教育を、施設型給

（特別利用教育の基準） 

第３６条 〔略〕 

２ 〔略〕 

３ 特定教育・保育施設が、第１項の規定により特別利用教育を提

供する場合には、特定教育・保育には特別利用教育を、施設型給



付費には特例施設型給付費を、それぞれ含むものとして、前節（第

６条第３項及び第７条第２項を除く。）の規定を適用する。この場

合において、第６条第２項中「利用の申込みに係る法第１９条第

１号に掲げる小学校就学前子ども」とあるのは「利用の申込みに

係る法第１９条第２号に掲げる小学校就学前子ども」と、「同号に

掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ど

も」とあるのは「同条第１号又は第２号に掲げる小学校就学前子

どもに該当する教育・保育給付認定子ども」と、「特定教育・保育

施設の同号」を「特定教育・保育施設の同条第１号」と、第１３

条第２項中「法第２７条第３項第１号に掲げる額」とあるのは「法

第２８条第２項第３号の内閣総理大臣が定める基準により算定

した費用の額」と、同条第４項第３号イ(ア)中「教育・保育給付

認定子ども」とあるのは「教育・保育給付認定子ども（特別利用

教育を受ける者を含む。）」と、同号イ(イ)中「教育・保育給付認

定子ども」とあるのは「教育・保育給付認定子ども（特別利用教

育を受ける者を除く。）」とする。 

付費には特例施設型給付費を、それぞれ含むものとして、前節（第

６条第３項及び第７条第２項を除く。）の規定を適用する。この場

合において、第６条第２項中「特定教育・保育施設（認定こども

園又は幼稚園に限る。以下この項において同じ。）」とあるのは「特

定教育・保育施設（特別利用教育を提供している施設に限る。以

下この項において同じ。）」と、「利用の申込みに係る法第１９条第

１号に掲げる小学校就学前子ども」とあるのは「利用の申込みに

係る法第１９条第２号に掲げる小学校就学前子ども」と、「同号に

掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ど

も」とあるのは「同条第１号又は第２号に掲げる小学校就学前子

どもに該当する教育・保育給付認定子ども」と、「特定教育・保育

施設の同号」を「特定教育・保育施設の同条第１号」と、第１３

条第２項中「法第２７条第３項第１号に掲げる額」とあるのは「法

第２８条第２項第３号の内閣総理大臣が定める基準により算定

した費用の額」と、同条第４項第３号イ(ア)中「教育・保育給付

認定子ども」とあるのは「教育・保育給付認定子ども（特別利用

教育を受ける者を含む。）」と、同号イ(イ)中「教育・保育給付認

定子ども」とあるのは「教育・保育給付認定子ども（特別利用教

育を受ける者を除く。）」とする。 
  

備考 表中の〔 〕の記載は注記である。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 



加東市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定め

る条例の一部改正（要旨） 

 

１ 改正理由 

特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運

営に関する基準（平成２６年内閣府令第３９号）の一部が改正されたことに伴い、所要の

改正を行うものである。 

 

２ 改正内容 

特別利用教育を提供している施設が利用の申込みを受けた場合の選考方法について、読

替規定を加えること。（第３６条関係） 

 

３ 施行期日  公布の日 

第７６号議案 要旨 


